
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

令和6年 4月 11日

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名 米田 敏文

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務
活動費について次のとお り報告 します。

収 入 (単位 円)

支 出

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

¥2,970,000

¥100,091

@ ¥270,000 X ll ヶ月 =  ¥2,970,000

自 己 資 金

収 入 合 計 ¥3,070,091

使 徒 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備  考

調 査 研 究 費

資 料 購 入 費

広 報・広 聴 費

人 件 費  ―

事務・事務所費

¥143,231

¥35,980

Y245,575

¥1,488,882

¥1,156,423

¥135,000

¥35,000

¥237,000

¥1,440,000

¥1,123,000

支 出 合 計 ¥3,070,091 ¥2,970,000
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様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 6年度   事業実施報告書

大阪維新の会 堺市議会議員団 。米田 敏文

主な事業 。行事名 期    日 内 容 の 説 明

【調査研究】

ガゾリン代

【人件費】

事務員の雇用

【事務・事務所費】

事務所借入等

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

市政に関する調査研究を行 うため、自動車

のガソリンを消費した。

市政に関する調査研究を行 うため、事務員

を雇用 した。

市政に関する調査研究を行 うため、事務所

を借 り入れた。
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様式第10号 (第6条関係 )

令和5年5月 分

会  計  根

会派の名称日議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団・米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 5 8 5 1 ¥1,175 ¥-1,175 議員ガソリン代 ①

5 5 8 5 2 ¥1,000 ¥-2,175 議員ガソリン代 ①

5 5 10 5 3 ¥10,626 ¥-12,801 携帯電話代 ③

5 5 10 5 4 ¥5,719 ¥-18,520 事務所電話代及びWi―Fi代 ③

5 5 13 5 5 ¥1,000 ¥-19,520 議員ガソリン代 ①

5 5

5 5

13 5 6 ¥2,500 ¥-22,020 議員ガソリン代 ①

17 5 7 ¥4,214 ¥-26,234 事務所電気代 ③

5 5 20 5 8 ¥1,000 ¥-27,234 議員ガソリン代 ①

5 5 26 5 9 ¥922 ¥…28,156 コピー機管理・カウンター代 ③

5 5 27 5 10 ¥1,000 ¥-29,156 議員ガソリン代 ①

5 5 29 5 11 ¥1,000 ¥-30,156 議員ガソリン代 ①

5 5 31 5 12 ¥26,950 ¥-57,106 ホームページ保守料 ⑦

5 5 31 5 13 ¥3,080 ¥-60,186 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

( υ
t′

5 31 5 1 4 ¥77,000 ¥-137,186 事務所賃貸料 ③

5 5 31 5 15 ¥133,875 ¥-2711061 5月 分給料 ③

5 5 31 5 16 ¥19,800 ¥-290,861
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥290,861 ¥-290,861

累 計 ¥0 ¥290,861 ¥-290,861
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和5年6月分

会 計 根

会派の名称・議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 6 1 6 1 ¥1,040 ¥-291,901 事務所飲料水及び茶菓子代 ③

5 6 1 6 2 ¥1,000 ¥-292,901 議員ガツリン代 ①

5 6 3 6 3 ¥1,332 ¥-294:233 議員ガソリン代 ①

5 6 7 6 4 ¥2,500 ¥-296,733 議員ガソリン代 ①

5 6 8 6 5 ¥1,000 ¥-297,733 議員ガソリン代 ①

5 6 9 ¥540,000 ¥242,267 政務活動費5・ 6月 分受け取り

6

5 6

9 6 6 ¥1,000 ¥241,267 議員ガソリン代 ①

12 6 7 ¥3,984 ¥237,283 携帯電話代 ③

5 6 12 6 8 ¥5,722 ¥2311561 事務所電話代及びWi― Fi代 ③

5 6 1 4 6 9 ¥2,926 ¥228,635 事務所電気代 ③

5 6 26 6 1 0 ¥847 ¥227,788 コピー機管理・カウンター代 ③

5 6 26 6 11 ¥2,426 ¥225,362 事務所水道代 ③

5 6 30 6 12 ¥3,080 ¥222,282 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

5 6 30 6 13 ¥77,000 ¥145,282 事務所賃貸料 ③

'6
30 6 14 ¥149,940 ¥-4,658 6月 分給料 ③

5 6 30 6 15 ¥19,800 ¥-24i458
コンピューター関連業務委託代

金
⑦

月 計 ¥540,000 ¥273,597 ¥266,403

累 計 ¥540,000 ¥5641458 ¥-24,458
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様式第10号 (第 6条関係)

令和5年7月分

会 計 根

会派の名称日議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団・米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 7 6 7 1 ¥11250 ¥-25!708 議員ガソリン代 ①

5 7 7 7 2 ¥1,722 ¥-27,430 議員ガソリン代 ①

5 7 1 0 ¥810,000 ¥0 ¥782,570 政務活動費7・ 3・ 9月 分受け取り

5 7 10 7 3 ¥4,644 ¥777,926 携帯電話代 ③

5 7 10 7 4 ¥5,762 ¥772,164 事務所電話代及びWi― Fi代 ③

5 7 14 7 5 ¥2,706 ¥769,458 事務所電気代 ③

|

)7
1 8 7 6 ¥1,500 ¥767,958 議員ガソリン代 ①

5 7 22 7 7 ¥1,162 ¥766,796 議員ガソリン代 ①

5 7 26 7 8 ¥208 ¥766,588 コピー機管理・カウンター代 ③

5 7 28 7 9 ¥1,000 ¥765,588 議員ガソリン代 ①

5 7 31 7 10 ¥2,000 ¥763,588 議員ガソリン代 ①

5 7 31 7 11 ¥3,080 ¥760,508 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

5 7 31 7 1 2 ¥77,000 ¥683,508 事務所賃貸料 ③

i ―
‐7 3 1 7 13 ¥139,982 ¥543.526 7月 分給料 ③

5 7 31 7 14 ¥19,800 ¥523,726
コンピューター関連業務委託代

金
⑦

月 計 ¥810,000 ¥261,816 ¥548,184

累 計 ¥1,350,000 ¥826,274 ¥523,726
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和5年8月分

会 計 根

会派の名称日議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 8 1 8 1 ¥1,000 ¥522,726 議員ガソリン代 ①

5 8 3 8 2 ¥1,000 ¥521,726 議員ガソリン代 ①

5 8 5 8 3 ¥1,000 ¥520,726 議員ガソリン代 ①

5 8 8 8 4 ¥1,833 ¥518,893 議員ガソリン代 ①

5 8 10 8 5 ¥4,518 ¥514,375 携帯電話代 ③

:|
8

bi
ア
8

10 8 6 ¥5,822 ¥508,553 事務所電話代及びWi― Fi代 ③

11 8 7 ¥1,694 ¥506,859 事務所お茶代 ③

5 8 14 8 8 ¥1,500 ¥505,359 議員ガソリン代 ①

5 8 15 8 9 ¥2,497 ¥502,862 事務所電気代 ③

5 8 18 8 10 ¥1,000 ¥501,862 議員ガソリン代 ①

5 8 1 9 8 11 ¥500 ¥501,362 議員ガソリン代 ①

5 8 27 8 1 2 ¥1,850 ¥499,512 議員ガソリン代 ①

5 8 28 8 13 ¥178 ¥499,334 コピー機管理・カウンター代 ⑨

;

( 8 28 8 14 ¥1,500 ¥497,834 議員ガソリン代 ①

5 8 28 8 1 5 ¥2,091 ¥495,743 事務所水道代 ⑨

5 8 28 8 1 6 ¥1,000 ¥494,743 議員ガソリン代 ①

5 8 31 8 17 ¥3,080 ¥491,663 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

5 8 31 8 18 ¥77,000 ¥414,663 事務所賃貸料 ⑨

5 8 31 8 19 ¥127,960 ¥286,703 8月 分給料 ③

5 8 31 8 20 ¥19,800 ¥266,903
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥256,323 ¥-256,823

累 計 ¥1,350,000 ¥1,083,097 ¥266,903
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和5年9月分

会 計 恨

会派の名称 B議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 9 6 9 1 ¥2,000 ¥264,903 B義員ガソリン代 ①

5 9 6 9 2 ¥1,714 ¥263,189 議員ガソリン代 ①

5 9 10 9 3 ¥344 ¥262,845 議員ガソリン代 ①

5 9 11 9 4 ¥3,691 ¥259,154 携帯電話代 ③

5 9 11 9 5 ¥5,736 ¥253,418 事務所電話代及びWi―Fi代 ③

5 9

b 9

14 9 6 ¥2,898 ¥250,520 事務所電気代 ③

14 9 7 ¥1,500 ¥249,020 議員ガソリン代 ①

5 9 23 9 8 ¥1,517 ¥247,503 議員ガソリン代 ①

5 9 25 9 9 ¥1,000 ¥246,503 議員ガツリン代 ①

5 9 26 9 1 0 ¥305 ¥246,198 コピー機管理・カウンター代 ③

5 9 28 9 11 ¥2,000 ¥244,198 議員ガソリン代 ①

5 9 30 9 12 ¥1,500 ¥242,698 議員ガソリン代 ①

5 9 30 9 13 ¥3,080 ¥239,618 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

i

}9
1

30 9 14 ¥77,000 ¥162,618 事務所賃貸料 ⑨

5 9 30 9 1 5 ¥134,260 ¥28,358 9月 分給料 ③

5 9 30 9 16 ¥19,800 ¥8,558
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥258,345 ¥-258,345

累 計 ¥1,350,000 ¥1,341,442 ¥8,558
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様式第10号 (第 6条関係)

令和5年 10月 分

会 計 帳

会派の名称・議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団・米田敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 10 4 10 1 ¥30,280 ¥-21,722 視察交通費 ①

5 10 7 10 2 ¥1,000 ¥-22,722 議員ガソリン代 ①

5 10 1 0 ¥810,000 ¥0 ¥787,278 政務活動費10・ 11・ 12月 分受け取り

5 10 10 1 0 3 ¥3,493 ¥783,785 携帯電話代 ③

5 10 10 1 0 4 ¥5,693 ¥778,092 事務所電話代及びW―Fi代 ③

5 10 12 10 5 ¥1,766 ¥776,326 議員ガソリン代 ①

F
) 1 6 10 6 ¥2,697 ¥773,629 事務所電気代 ③

5 10 2 1 10 7 ¥1,820 ¥771,809 議員ガソリン代 ①

5 10 24 1 0 8 ¥1,000 ¥770,809 議員ガソリン代 ①

5 10 26 1 0 9 ¥321 ¥770,488 コピー機管理 'カウンター代 ③

5 10 26 10 1 0 ¥2,091 ¥768,397 事務所水道代 ③

5 10 27 10 11 ¥979 ¥767,418 議員ガソリン代 ①

5 10 28 10 12 ¥1,620 ¥765,798 議員ガソリン代 ①

51 10

10
i

31 1 0 13 ¥3,430 ¥762,368 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

31 10 1 4 ¥77,000 ¥685,368 事務所賃貸料 ③

5 10 31 10 15 ¥139,405 ¥545,963 10月 分給料 ③

5 10 31 10 16 ¥19,300 ¥526,163
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥810,000 ¥292,395 ¥517,605

累 計 ¥2,160,000 ¥11633,837 ¥526,163
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和5年 11月分

会 計 根

会派の名称・議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団・米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

5 11 1 11 1 ¥2,685 ¥523,478 議員ガソリン代 ①

5 11 4 11 2 ¥1,000 ¥522,478 議員ガソリン代 ①

5 11 9 11 3 ¥877 ¥521,601 議員ガソリン代 ①

5 11 1 0 11 4 ¥4,516 ¥517,085 携帯電話代 ③

5 11 1 0 11 5 ¥5,705 ¥511,380 事務所電話代及びW― Fi代 ③

51 11

>
115

1 3 11 6 ¥1,545 ¥509,835 議員ガソリン代 ①

1 5 11 7 ¥2,660 ¥507,175 事務所電気代 ③

5 11 18 11 8 ¥1,089 ¥506,086 議員ガソリン代 ①

5 11 24 11 9 ¥1,000 ¥505,086 議員ガソリン代 ①

5 11 27 11 1 0 ¥5,720 ¥499,366 視察交通費 ①

5 11 27 11 11 ¥10,300 ¥489,066 視察宿泊費 ①

5 11 27 11 1 2 ¥881 ¥488,185 コピー機管理・カウンター代 ③

5 11 27 11 1 3 ¥1,000 ¥487,185 議員ガソリン代 ①

11
ノ

30 11 1 4 ¥3,430 ¥483,755 産経新聞朝夕刊購説料 ⑥

5 11 30 11 1 5 ¥77,000 ¥406,755 事務所賃賞料 ③

5 11 30 11 16 ¥133,490 ¥273,265 11月 分給料 ③

5 11 30 11 17 ¥19,800 ¥253,465
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥272,698 ¥-272,698

累 計 ¥2,160,000 ¥1,906,535 ¥253,465
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和5年 12月 分

会  計  帳

会派の名称 a議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 '米田 敏文

年 月 日
整 理
番 号

収 入 額 支 出 額 残 額 内 容
使途
項目 そ の 他

5 1 2 7 12-  1 ¥1,588 ¥251,877 議員ガソリン代 ①

5112 8 1 2 2 ¥1,000 ¥250,877 議員ガソリン代 ①

5 1 2 1 1 121  3 ¥4,513 ¥246,364 携帯電話代 ③

121 4 ¥5,721 ¥240,643 事務所電話代及びWi― Fi代 ③

5 12 14 121  5 ¥2,678 ¥237,965 事務所電気代 ③

5112116

5112121

121  6 ¥1,276 ¥236,689 議員ガソリン代 ①

121 7 ¥1,000 ¥235,689 議員ガソリン代 ①

5- 12126 121  8 ¥2,091 ¥233,598 事務所水道代 ③

51 12 26 9 ¥246 ¥233,352 コピー機管理`カ ウンター代 ③

5 27 12110 ¥57,750 ¥175,602 自動車リース代 ③

5 1 2 28 121 11 ¥77,000 ¥95,172 事務所賃貸料 ③

29 12112 ¥3,430 ¥172,172 産経新聞朝夕刊購統料 ⑥

5 2 29 12113 ¥139,790 ¥-44,618 12月 分給料 ③

1 2 29 12114 ¥19,800 ¥-64,418 コンピューター関連業務委託代金 ②

12115 ¥1,950 ¥-66.368 議員ガソリン代 ①

月 計 ¥0 ¥319,833 ¥-319,833

累 計 ¥2,160,000 ¥2,226,368 ¥-66,368
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様式第10号 (第 6条関係)

令和6年 1月分

1会  計  根

会派の名称・議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 1額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

6 1 4 1 1 ¥1,000 ¥-67,368 議員ガソリン代 ①

6 1 10 ¥810,000 ¥0 ¥742,632 政務活動費 1・ 2・ 3月 分受け取り

6 1 10 1 2 ¥4,672 ¥737,960 携帯電話代 ③

6 1 1 0 1 3 ¥5,693 ¥732,267 事務所電話代及びW― Fi代 ③

6 1 1 2 1 4 ¥1,000 ¥731,267 議員ガソリン代 ①

6 1 14 1 5 ¥1,000 ¥730,267 議員ガソリン代 ①

6 1 18 1 6 ¥2,678 ¥727,589 事務所電気代 ③

6 1 2 1 1 7 ¥1,250 ¥726,339 議員ガソリン代 ①

6 1 22 1 8 ¥2,930 ¥723,409 議員ガソリン代 ①

6 1 25 1 9 ¥1,000 ¥722,409 議員ガソリン代 ①

6 1 26 1 10 ¥774 ¥721,635 コピー機管理・カウンター代 ③

6 1 28 1 11 ¥1,000 ¥720,635 議員ガソリン代 ①

6 1 29 1 1 2 ¥28,875 ¥691,760 自動車リース代 ③

6 1 31 1 1 3 ¥3,430 ¥688,330 産経新聞朝夕刊購説料 ⑥

6 1 31 1 14 ¥77,000 ¥611,330 事務所賃貸料 ③

6 1 3 1 1 15 ¥127,960 ¥483,370 1月 分給料 ③

6 1 3 1 1 1 6 ¥19,800 ¥463,570
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥810,000 ¥280,062 ¥529,938

累 計 ¥2,970,000 ¥2,506,430 ¥463,570

11



様式第10号 (第 6条関係 )

令和6年2月分

会  計  根

会派の名称 E議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出1額 残  額 内 容

使途

項目
そ の 他

6 2 2 2 1 ¥1,000 ¥462,570 議員ガソリン代 ①

6 2 3 2 2 ¥1,000 ¥461,570 議員ガソリン代 ①

6 2 7 2 3 ¥1,000 ¥460,570 議員ガソリン代 ①

6 2 13 2 4 ¥3,963 ¥456,607 携帯電話代 ③

6 2 13 2 5 ¥5,716 ¥450,891 事務所電話代及びWi―Fi代 ③

6 2 14 2 6 ¥1,500 ¥449,391 議員ガソリン代 ①

6 2 14 2 7 ¥825 ¥448,566 名刺代 ⑦

6 2 20 2 8 ¥1,000 ¥447,566 議員ガソリン代 ①

6 2 20 2 9 ¥1,000 ¥446,566 議員ガソリン代 ①

6 2 26 2 10 ¥2,091 ¥444,475 事務所水道代 ③

6 2 26 2 11 ¥79 ¥444,396 コピー機管理・カウンター代 ③

6 2 27 2 12 ¥28,875 ¥415,521 自動車リース代 ③

6 2 28 2 1 3 ¥1,500 ¥414,021 議員ガソリン代 ①

6 2 29 2 14 ¥3,430 ¥410,591 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

6 2 29 2 15 ¥77,000 ¥333,591 事務所賃貸料 ③

6 2 29 2 16 ¥122,430 ¥211,161 2月 分給料 ③

6 2 29 2 1 7 ¥19,800 ¥191,361
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥272,209 ¥-272,209

累 計 ¥2,970,000 ¥2,778,639 ¥191,361
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様式第10号 (第 6条関係 )

令和6年3月分

会  計  恨
1会派の名称 B議員氏名

簿

大阪維新の会堺市議会議員団 日米田 敏文

年 月 日
整 理

番 号
収 入 額 支 出 額 残 額 内 容

使途

項目
そ の 他

6 3 5 3 1 ¥2,657 ¥188,704 議員ガソリン代 ①

6 3 9 3 2 ¥1,500 ¥187,204 議員ガソリン代 ①

6 3 11 3 3 ¥4,514 ¥182,690 携帯電話代 ③

6 3 11 3 4 ¥5,686 ¥177,004 事務所電話代及びWi― Fi代 ⑨

6 3 15 3 5 ¥1,000 ¥176,004 議員ガソリン代 ①

6 3 21 3 6 ¥|,000 ¥175,004 議員ガソリン代 ①

6 3 25 3 7 ¥1,500 ¥173,504 議員ガソリン代 ①

6 3 26 3 8 ¥2,110 ¥171,394 コピー機管理・カウンター代 ⑨

6 3 27 3 9 ¥28,875 ¥142,519 自動車リース代 ③

6 3 27 3 10 ¥2,590 ¥139,929 事務所電気代 ③

6 3 30 3 11 ¥3,430 ¥136,499 産経新聞朝夕刊購読料 ⑥

6 3 30 3 12 ¥77,000 ¥59,499 事務所賃貸料 ③

6 3 30 3 1 3 ¥139,790 ¥-80,291 3月 分給料 ③

6 3 30 3 14 ¥19,800 ¥-100,091
コンピューター関連業務委託代

金 ⑦

月 計 ¥0 ¥291,452 ¥-291,452

累 計 ¥2,970,000 ¥3,070,091 ¥-100,091
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名  米田 敏文

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動十政務活動以外の職務 70%

ふ りがな   

被雇用者の

氏 名

生年月 日     

住 所
堺市

雇用期間

(雇用開始 日)

2023年  5月  1日 2027年  4月  30日

雇用形態 図 直接雇用    □その他 (派遣等 )

勤務時間数 40時間 / 週  (1日  6.65時 間×  6日  / 週)

賃金額 □月額 □日額 日時給 1,100円

業務内容 日政務活動  国政党活動  口後援会活動  □( )活動

按分

70%

図勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間) 28 時間

(週勤務時間数)  40 時間

□職務内容をもとに算定

議員との関係
□生計を―にしない親族  日第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

備 考
日曜日の勤務はすべて時間外手当 (勤務時間数×1.25)と する。令和 2年 7月 1

日に北区常磐町から中区伏尾に転居

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。 )

14



|イ Ⅲ

雇用契約書

堺市議会議員 米田 敏文(以 下 「甲」という)と 前羽 信子(以 下 「乙」とい う)と は、下記の労働条件で

雇用契約を締結する。その証として本書を 2通作成 し、甲乙各 1通を保有する。

2023年 5月 1日

(甲 ) 住 所 :堺市

氏 名 :米田 敏文

(乙)住  所 :堺

契約期間 2023年 5ン月 1 日-2027年 4月 30日

就業の場所 米田敏文事務所

業務の内容

一般事務業務等
パソコン打ち込み作業等

議員政務活動補佐等

始業、終業

の時刻、休

憩時間、所定

時間外労働
の有無に関

する事項

1 始業・終業の時亥1等

労働時間は 1月 25日 以内、1週 40時間以内とし、始業・終業の時刻は原則として次
のとおりとし、勤務日は随時相談の上定める。

①始業 :午前 8時 00分  終業 :年後 20時 00分 以内

2 休憩時間 :1日 6時間を超える場合 1時間休憩

3 所定時間外労働の有無 :随時

4 休日労働の有無   :随 時

休   日 シフ ト表に定める日

賃  金

1 基本賃金    時間給

2 賃金締切 日 一 毎月末日

3 支払方法 ― 現金

4 賃金支払時の控除 :無 し

5昇 給 :無 し

5 賞 与 :無 し

6 退職金 :無 し

7 通勤費 :有 り

1,100円

賃金支払 日 ― 毎月末 日

その他 1.定年制 :無 し

2。 自己都合退職の手続 (退職する2ヶ月以上前に届け出ること)

氏 名 :

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名   米田 敏文

米田 敏文

米田敏文 事務所

堺市中区小阪 635番地 3

〒599-8276

TE L 072(230)4887

□自宅兼事務所  図 専用事務所 (賃貸借契約先   

回私的使用
□後援会事務所

□政党活動事務所

他用途 との兼用

回 有
□  無

国会社等 (関係団体 )

100だ
月額  110,000

(政務活動費充当額 77,
円

000 円)

70%

(次のいずれかの説明方法を選択 )

匠眸用面積による  使用面積

回使用時間による  月

□使用用途に応 じて

70 ∬/延べ面積 (ド )

時間のうち    時間

維持管理

経費

匠障気代・・・ 70%  日水道代・・ 。

'0%
図 ガス代・ -70% 日 固定電言き代・・・ 70%

回その他 (イ ンターネットブロバイダー代等)・ ・・ 70%

%

月額

(政務活動費充当額 円 )

円

駐車場

賃借料 【所在地】

所有区分
□生計をすにしない親族  日 第二者  □その他 (

※議員 と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

備   考 事務所賃貸料に駐車場 2台分の賃貸料を含む。

※事務所。好主車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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建物賃貸借契約註書

貸主 (以下甲という)

借主 (以 下乙という) 米 敏 文

甲は、甲所有の以下表題部記載物件 (以 下「本物件」という)を下記約定によりるに賃貸、
「 )乙はこれを貸借する。

1表題部 (建物 FttT牛」の表示)

63 3
所 在 地

住居表示

構  造

面  積

備  考

契 約 内 容

使用目的

契約期間

月額賃料

10 ポ

2 2 4

し

1 よ 2022 3

て

で

金 11 Q, 00 円
i

賃料の支払方 法

指疋
~国

座
口 |ま い

口

の

普通 口 ▼
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第 1条 (使用 目的)

乙は、本物件を表題部記載の 目的のみに使用する事 とする。

第2条 (貸貸借期間等)

賃貸借期間は、表題部の通り2年間とする。

肖、賃貸借期間満了の 甲は3カ 角前、乙からも2カ 月前までに双方から解約の申し

出がない場合は期間満了後も引き続き、本契約を2年毎に自動更新する事とする。

第 3!条 (賃料)           .
1.賃料は表題部の通りとし、るは毎月末日までに翌月分を甲の指定銀行に振込

入金する。尚、振込手数料は乙の負担とする。または、乙が甲に現金で支払う。

2.契約締結月については、 日割り計算とし、退去明け渡し時は、それが月の

途中であっても日割り計算は行わないものとする。

.第
4条 (造作費用等の負担)

乙において、本物件につき改装・模様替え・広告物の掲示・造作等現状を変更しよ

うとするときは、事前に甲に相談して承諾を得なければならがい。尚、これらに要す

る費用は乙の負担とする。

第 5条 (届 出 =承諾事項)

乙は、次の各号の何れかに該当する場合は甲の承諸を得なければならない。

1.乙以外の者に使用させるとき。

2.本物件を 1カ月以上使用しないときよ

第6条 (善管注意義務)

乙は、本物件の使用に際して、善良なる管理者の注意をもつてあたり、近隣に対し

て迷惑の掛からないよう注意を払わなければならない。

第7条 (禁生事項)

乙は次の事項を順守しなければならないものとする。  イ

1.本物件の全部または一部の第二者への転貸しの禁止。

2.本物件の賃借権の譲渡の禁止。

3.防犯及び火災予防に特に注意し、万一火災・盗難が発生した場合は、直ちに

所轄の警察署又は消防署及び甲に通報すること。

4.本物件内において近隣に迷惑となる行為の禁止。

5,自 動車等の警笛・アイ ドリング等他人に迷惑を及ぼす騒音等を発しないこと。

第 8条 (危険負担 )

甲乙双方の責によらない天災・地変、その他不可抗力によ り本物件が消滅 し、甲、

乙ともに蒙つた損害については、互いに損害賠償請求 しない もの とす る。
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第 9条 (明 け渡し)

1.甲 、乙は、本契約を解除しようとする時は、甲は 1カ月前までに、乙は 1カ
月前までに書面をもつて解約通知を提出するものとすると但 し、乙は予告にかえ
て 2カ 月分の家賃を支払い、即時解約することが出来るものとする。

2.解約通知後、乙の明け渡しが延滞した場合は、賃料の倍額相当の損害金を乙
は、甲に支裕わなければならない!

3.乙は、日月け渡しの際、次の各号を実行 しなければならない。
①乙及び従業員等すべての者の退去とすべての物品の搬出。
②本物件内外の清掃及びゴミ汚物の撤去処理。

◎公共料金「光熱費等」の代金精算手続き。
④乙は、契約時の現状に回復処理をしなければならない。;尚 、甲がそれを代各
する場合は、乙の負担にて行 うこととする。

第 10条 (保守・修繕 )

1,本物件の主要構造部分 (柱 。
景根・外壁等)?維持・保全に必要な保守・修

繕は甲の負担でそれを行う。            :
2.本物件内の付帯設備 (電気・

本■
マ排水・ガス等)の維持 :録全に係る修繕

等は、乙の負担で行うこととする。

第 11条 (物件返還時に関する事項)

乙は、契約又は満了時に甲の立会いで界状回復■罪を確認してもらうこととする。
但し、甲が原状回復を欲さないときは、異議なくこれに応じるものとする!

第 12条 (自 己管理に関する事項)

乙は、本4//刀件内の補完物については、自|の東任においモ管理するものとし(盗
難の被害にちいては甲に一切の責任を問わないこととする。     |

第 18条 (車 ち入 り検査)

甲は、建物等の管理上、本物件為に立ち入 り検奪をする必要が生じた時は、予めその旨を乙に通知 し、乙立会いのもとにこれを行 う。仁し、乙か 2カカ以上賃料を滞納 したとき、又は災害その他緊急々要する場合に,いてはこの限りではない。

第 14条 (契約解除事項)

乙に次の各号の何れかに該当することがぁった時Tは荷ら渾知勧告を要しないで本契約を解除できるものとする。

第 15条 (協議事項)

本契約の各条項に定めのない事項にあっては、甲・乙の信義に基づき双方協議の上、円満に解決 していくこととする。
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第 16条                            `
(合意管轄裁判所)

本契約に起因する紛争に関し(訴訟を提起する必要が生じた場合は、本物件あ所

在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所 とすることに 甲(乙共に

合意した。.

各条項承諾の上、確実に履行することを誓約し、早乙それぞれが署名捺印する。

尚、後日の為に、本書を2部作成し、各1部を申乙が保有する。

2021年  3月  1日

賃貸人 (甲 )

住  所 界市 ヽ

名

　

話

氏

　

電

賃借人 (乙 )

所

　

名

　

話

住

　

氏

　

電
，

フ  
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一

ｆ

ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

　

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

・

イ

ー

‐

１

　

１

１

１

１

Ｆ

Ｉ

Ｉ

′

33



米 田 敏 文 (以 下 「甲」 とい う)と 、|′  (以下 「乙」 とい う)は 、甲に関す る業務

等の委嘱に関し、次の通り契約を締結する。

第 1条 (目 的)

甲イま、乙に対 し、 タエ関淳 に関す る業務、その他 これに付帯す る業務 (以

下「本件業務」)を委嘱 し、乙はこれを受託す る。

第 2条 (契約期間)                        |
}・ 本契約の有効期間は、2019年 4月 1日 から2023年 4月 30日 までとする。
2:本契約の延長については、契約完了の 1ケ 月前までに両者が協議の上、月額報酬・

契約期間を取り決めることができる()の とし、甲乙いずれからも、何ら申し出のないと
きは、本契約と同一の条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様とする.

第 3条 (報酬 )

1.本契約に基づく月額報酬は、 今 18. 0 O O (消費税抜 き) とする。
2.本件業務 にかかる交通費等の経費は、原則 として乙が負担す るものとする。ただ

し、甲の依頼 によ り遠隔地出張など多額の経費 を必要 とする場合には、別途協議の上取 り

決める。

コン ピュー

第 4条 (委託業務)

1.乙は、甲の要望によリコンピュニタ■操作の指導及び助言を行 うものとする。

第 5条 (資料・情報等)

1.るは、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用し

てはならず、善良なる管理者の注意義務をもつて使用・保管・管理するものとする。
2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または

甲からの要請があつた場合、乙は、貸与された資料、機器等を速やかに甲に返却するも

のとする。

第 6条 (機密保持)

業上i焚蟹垣著あ尼込写髯僣軍τ薯潔事ち介
契約

|こ
関連して甲力

千
多争今千供された営

2.・ 乙は、 甲か ら提供された機密情報につ いて善良なる管理習の注意をもつてその

1 秘密 を保持す るもの とする。

     の 目申の範囲内?みで翼角 でき。ものとし、3.乙は、機密情報について、本契約

複製、改変が必要な ときは、事前に甲か ら書面による承諸 を受研なければならない。

4。 本条の規定は、本契約終了後又は期間終了後 も有効に存統す る。

第 7条 (成果 の権利及び知的財産権の帰属 )

1,本件業務 に基づ き乙が甲の為に作成 した成果物 (中 間成果物 も含む)お よび役務

の提供の結果 、発生 した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に乙が既に保持

するものを除 き、すべて甲に帰属 し、その権利 は乙か ら甲に無償で譲渡 され るものとする。

2.前項の規定に従 つて乙か ら甲に譲渡 され る権利は、著作権法第 27条 (翻訳権 ・翻

案件等 )及び、第 28条 (二 次的著作物に関す る原著作者の権利)に 規定される権利 を含

む もの とす る。

3.乙は、成 果物に関する著作者人格権の権禾||を 行使 しないことを合意する。34



4.乙は、甲の書面による承諾を得るか、もしくは別途行為をしなければ、成果物の
全部もしくは一部その複製物を保有 し、利薄することはできないものとする。

第 8条 (権不可の侵害 )

第 9条 (報告業務)

π―lよ 本件業務を行うにあたり、第二者
二蔦皇岳疑畳と:卦す貴ヨ甍有姦るが甲Iの たゃにさくせい した成果物 (中 間厄

いて第二者との間で紛争が生 じた場合、乙イを
ものとする。

1,乙 は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告 しンなければならない。
2.本件業務の遂行に支障が生じる恐れのある事故の発生をるが知らた場合、るは、その事故の帰責が女口何にかか|ゎ らず、をの旨を直ちに甲に報告し、甲と今後の対応方斜についての協議を行うものとする。

10条 (再委託)                  タ
乙は、甲による事前の承諾がないかざり、本件業務め全部またに一部を第二者に委託できない。尚、甲の事前の承諾を得て第二者に存委話する場合には、乙は当該第二者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵寺させ、その行為にらぃて_切の責任を負 う。

第 11条 (権利義務譲渡の禁止)           |

浄gど
IS着:そ糖彊話砕≧身33爵F食

:1室君iζ
二第を露:馨笹纂霧F憲七を言,ご豊

第 12条 (合意管轄)

本■契約に関 してp~斥訟の必要が生 じた場合(大阪地
々

裁判所を所属管轄裁判所 とする。
イ13条 (協議事項)‐                         =

甲矯 響τ早 こ亀曇灘≧轟震誓證き恐語と乳
た数 的 吼 諭 耽

イ守

一
つ
「
―
，
‐
＝
ィ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｆ
　

ｌ
十
年
十
ｉ
ｌ

イまか、

国 ア ≡コメラ
=★

o「]_、 f ′_

以上、本 契約 の成立 を証す ため、本書 2通 を作成 |
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2020年 4月 1日

甲 :住所 :堺市

氏名 :米 田 敏文 i

乙 :住所 ::堺市

氏名 :l
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自動車リース契約書並びに保証委託契約書・ォリコカード入会申中ヽ

契約番号

契約者 さま

ご利用目的

樵ぶ零社すIJコJトトリース
本社/東京都子に日盛麹町ST目 2番地 ,

借受人    違帯保艇人

iと,1

D

契約成立時
お申込者
ご記入欄

契約年月日

年  月  日

オリコオートリース
オリコ用

2,000cc

36
②
回

0
Ｏ
回

57.750円

0円

115

用ナン′

①合計

③合計

0円◎合計

円2
初回支払額

(消費税込 )2 回

2.079.000 円
⑤月額 リース料合計

(① X②‖ЭX④ )

ナ

= 
』蜜 だ    …・(商品(役務)等のお問い合わせ先)

名称 株式会社ヒカリ商事
代表者岡本 光一郎

住所 大阪府大阪狭山市東某英木4-2117-2
TEL  072-247-5ヽ 14
担当

|リ ース開始日・満了日は別途、納車確認書にてご通知します。

5.250円

0円

0円

189.000 円

ALH04

U09

Z(ハイブリッド革)

消費税

消費税

消費税

消費税
総額

初回

合算回数

自動車重量税   (登 録時のみ )

自動車損害賠償責任保険料 (登録 時 のみ )

自動車任意保険料 (項番7参照 )

(項番4参照 )

メンテナンスサービス

確認者
Pオ属

者薙

O

O
X

ご契約関係書類 (これl用 明細・着7案内)の送付先をご指定下さい。なお、車機のご案内等のメンテナンス関係書類は使用場所に送付します

自動車 リー ;【 契約並びに保証委籠契約説明書

クレジットカード会員規約の概要

交付年月日を盟入 )

確認日時

年   月   日

時    分

登録諸費用

自動車税環境性能割

自動車税

にヽ関する条項 ②自動車リース契約並びに保証委籠契約約款⑤自動車リース契約並びに保艇委ニモ契約説明暮

・捺印 (ご契約印と同一印をご捺印ください)

O叩をつける ⇒ 1莉 向取引く提不

'2,F対
薗

'限

引(選付
'■いずれの場合もコピーを添付のうえ、下記にご記入願います。

車両登録日(または名義変更日)か ら  36 ヶ 月

月額リース料    52,500 円

0円
ボーナス月
リース料

)
月月

ボーナス月  (

0円別枠リース鶏

1,890,000 円総額

リース器

初回支払月 リース開始月の翌月(注 )

注)口 座類轡の手続きまたは前契約の手続 (再リースの場合)の関係上、初回支払月がリース開始月の翌々月以障となる場合があります

O
X

O

右記項目を含む

オープン・エンド契約(精算あり) 2,767,000円 (消費税別)Eコ暖配盟誠亜至■ 月間  1,000km
リース期間消7時点の車面蓋定価格と右BE残存E格に基領力(発生した場合は差甑構算となります。車両査定価格が残存価格より低い壻合、建観はお客き言のご負担となり

=す
。

トヨタ プリウス

フロント、ナンバーフレーム デラックスリヤ、その他メーカーオプションー式

申込住所と同一

発行者

I患言ヨ1甘

'拝

:思Lttι

:セ鞘聯Ft
iそ0ど

,Ⅱ魁兌卜騒り雰じ

=S_Rは はX,写し
■韓 中

=喜
q)4い

(メモ/その他面談記録襴)

帯■フ
"ゲ

帯をご指定いたたく場合は0～50万 阿(10万円単位)の範囲てご

“

入くだ

さしヽ ■こ利用可能枠はお客吉
=の

ご希望の範囲内で当社にて設定させていただき

ます。ラ ョッピングの毎月返済顔を設定され′ょい場合は、ご利用可能4と同機(籠

り越しなし)とさせていただき討 。また、設定された看合て・七ご利月二鶏吉によりまし
ては最低返済甑がほ先されます。ホ商品内容洋側については

'l無

ご泰内をご磁裡く
ださい。

oncO″,sr,清,″ UPty(契約管理種男151683)
カート・年会費(税込)1.375円 (初年度無料 )

ショッピングのご利用が年間 1回 以上の場合、翌年度の年会長無単|

カード
会負番号

人
特
定
事

取番 001

本翼的を中し込みます。

融 資

再

申し込みする

カ ーET

S―PriNO.230922-45239
1111111-0135-2620

13584446
0AL…ZUP

22日

フリがナ オオサカフサカイ

宅

宅

 

抜 丸

田敏文事務所

万円

万 円万 円

税込年収

J″
″働い

ト

業種

賃貸マンション

ヨ

)ガナ

072-230-4837

フ 1

日

一Ｔ

ご住所

職種

有職者

   

( 歳)性 別  

¬「   599-8248

違
帯
保
証
人
　

　

　

お
勤
め
先

続 柄

農 倖

フ

キ住宅ローン・フリカサ

円

 

その他公務員

〒

運帯保証人

生年月日

年金の方 種類

所在地

お

名

前

今回の

錘 配イ

借

受

人

（
甲

）

お

勤

め

売

ご住所

日

ゲレード

お名前

(自 筆 )

,レバー臣分

売主

事業所名

電 話

お名前

蝉

カード会員入会のお申込み
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Wobて もご利用明瑠1等確認できます。お客 l,と の cオ リコ仮 IDは、

IF39二 73929で す。
eオ リコサービスヘは、オリコWebサイト www oricO_ cO. jっ から

リース (保証方式)をご利用のお客さまへ・・・毎月のご請求金額には、消費税が含まれています。

|。 おBIと ,とと
|  がある囁合

はすので、

` 
―
    . Ii   . ・―

l・ 1_!,「 `!i■ ■ |,「 ||■
‐ |||■ II――lt● ||

消費税のご案内

1年 +2回払い.(2回払いでも頭金を支払つてtⅢる場合は除く)卜をご利用のお客さまへ 請求の分割払い手数料の欄に金額の記載がある場合は、

費税が含まれています。キ融資ご利用の方は除かれます。

E

き落とし
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敏文米
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ウス/R05/フ。ヒカリドロ1‐事̀う
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1.目 的

参考様式第 4号

出張報告書

冬秀日5年 十D tt r6日

会派の名称  大阪維新の会堺市議会議員団 ・ 議員氏名  米田 敏文

出張報告は下記の通りです。

記

堺市産業振興センターでは、市内の中小企業等で、デジタル技術や自動化技術を活用し、既存

事業の新たな価値倉1造や新規ビジネスの立ち上げ、経営にかかる各業務効率化を考えている方向

けに、Web窓 日相談や、オンラインまたは現地でのコンサルティング支援を実施しています。

そこで福岡市が取り組んでいる行政 DXについて、佐賀県内産業の DX実現に向けて佐賀県が

取り組んでいるのか視察に行つた。

2 期 間

令和 5年 10月 12日 (木)～ 13日 (金 )

3。 日 程 等

4.面談者

令不日5年-10月 12日 (木 )

・福岡市総務企画局 DX戦略部データ活用推進課  課長   その他 2名

令和 5年 10月 13日 (金 )

。佐賀県産業スマー ト化センター  センター長   その他 3名

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

10月 12日 (木 ) 13時～ 15時 80分 福岡市役所

10月 13日 (金 ) 10時～ 12時 佐賀県産業スマー ト化センター
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

①令和 5年 10月 12日 (木)大阪維新の会堺市議会議員団より福岡市に行き

(行政 DXについて)以下の何点か質問をした。

・DX計画の特徴について

・DX推進体制について

・業務効率化に資する具体的取り組みについて

。住民サービスの向上につながる具体的取り組みについて、

・行政 DXにかかる予算規模と費用対効果について

(戦略的広報について)以下の何点か質問をした。

・庁内の推進体制について

。X(旧 ツィーター)や LINEな どSNSを活かした戦略的発信と評価指標について

。自治体広報誌や動画サイ トの発信内容と評価指標について

。子育て世代の人口誘導に資する戦略て広報について

・民間人材の活用について

。デジタルサイネージの活用について

。戦略的広報推進にかかる予算規模と費用紺効果について

以上何点かお聞きし、各々回答をいただきました。

②令和 5年 10月 13日 (金)大阪維新の会堺市議会議員団より佐賀県産業スマー ト化センター

に行き以下の何点か質問をした。

・産業スマー ト化センターの整備経緯と運営方法について

。佐賀県内の産業DXと イノベーシヨン創出の取り組み経緯と成果について

。特徴的な事業と予算額について

r i。 デジタルを活用した解決策を提示して推進しているが、職員の採用や研修はどのように行な ‐

つているのか

。ITノ リューシヨンやサービスを提供しているIT企業を登録しているとのことですが、その

仕組みとどのようにマッチングを進めているのか

。佐賀県で起業をする優位性をどのように発信しているのか

以上何点かお聞きし、各々回答をいただきました。

その後、産業スマー ト化センターの施設見学をさせていただきました。
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この二日間の視察を終え、今後、堺市産業振興センター内の堺市産業 DX支援事業に活用して

いく。特に堺市が有する包丁・刃物、線香、注染和H西 しのような伝統産業をIT化、DX化に繋げ

ていくにはどのようにしていくべきかをよく検討する。会社を経営していたり、仕事に従事して

いる年配者、高齢令者が自分の代で廃業してしまうようなネガティブが考えを捨て、未来に希望

を持てるよう色々な手段や適切な助言を受ける。また、後継者をいかに育成し、今後も地場産業

を絶えさず存続していけるよう力添えをしていく。

以上

預鯰才う跡 鍔

(:∂
一1/ 1十 一 rD/ ↓十一|ゆ

∩

じ
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亀締 &天 4申一丁目 8番 1号

福岡市 総務企画局 DX戦略部

データ活用推進課

係長
ロ

ロ

| ″づアのリ一夢―い帝ヘ

 

福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

TEL(092)711-4807
・|・ |:|二 IFAX (092)733-5582

福岡市 総務企画局 DX戦略部

 

,J,0リー
'~部

帝へ  DX郵湖各言果

DX戦略係長

福岡市 総務企画局 DX戦略部

データ活用推進課

 

課長

〒810‐8620福岡市中央区天神―丁目 8番 1号
TEL:092‐707‐ 3610
.FAX:092‐733‐ 5594

a‖ i 

7づア0リー●―停申へ
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